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定款の（一部）変更に関するお知らせ 
 
当社は、平成 20 年 5 月 8 日開催の取締役会において、「定款の(一部)変更の件」を平成

20 年 6月 13 日開催予定の第 45期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１．変更の目的 

株主総会の招集の請求、株主提案権の行使など株主の皆様の権利行使に関する手続を 

株式取扱規則で定められるよう現行定款第 11条において所要の変更を行うものでありま

す。 

２．変更の内容 
現行定款の一部を次の変更案のとおり、改めるものであります。 （下線は変更部分） 

現 行 定 款 変 更 案 
第２章 株 式 

 
（株式取扱規則） 
第 11 条 当会社の株券の種類、株主の氏名等株

主名簿の記載事項の変更、単元未満株式
の買取り及び買増し、その他株式に関す
る請求の手続及び手数料は、取締役会の
定める株式取扱規則による。 

第２章 株 式 
 

（株式取扱規則） 
第 11 条 当会社の株券の種類、株主の氏名等株 

主名簿の記載事項の変更、単元未満株式
の買取り及び買増し、その他株式又は株
主の権利行使に際しての手続及び手数料
は、法令又は定款に定めるほか、取締役
会の定める株式取扱規則による。 

(注)上記変更案は、平成 20年 5月 8日開催の取締役会で決議した内容ですが、本年 6月 13
日開催予定の定時株主総会に上程する際には、文言等の修正等を行う場合があります。 

３．日程 
   定款変更のための定時株主総会開催日  平成 20年 6月 13日（金） 
   定款変更の効力発生日         平成 20年 6月 13日（金） 

以上 


